
税務証明書等の交付申請（窓口での請求）について

様式名 税務証明書等交付申請書

申請に係る
留意事項

➤ どなたの証明書が必要か、「住所」「氏名」「フリガナ」「生年月日」を記入してくださ
い。

➤ 窓口に来られるかた（申請者）の「住所」「氏名」「証明対象者とのご関係」を記入し
てください。申請者が証明対象者ご本人である場合は記載不要です。

➤ 必要な証明書の種類、年度、通数を記入してください。

【法人の証明書の場合】

➤ 法人の証明書が必要な場合は、法人名･所在地を記入し、代表者印を押印してくださ
い。代表者印は、支店等で使用しているもので構いません。ただし、法人の代表者のか
たが窓口で申請する場合は、代表者印の押印を省略することができます。

➤ 代表者印が押印されている委任状又は代理人選任届を持参した場合は、申請書への代
表者印の押印は不要です。

【その他】

➤ 家屋証明書を申請するかたは、税務証明書等交付申請書のほかに「家屋証明申請書」
を必要事項を記載の上、提出してもらいますので、窓口職員へお尋ねください。

請求できる
かた

➤ 納税義務者本人

➤ 法定相続人その他法令で定めるかたが申請するときは、その相続関係を証明するもの
（戸籍謄本等）が必要です。

➤ 代理人が申請する場合は、委任状又は代理人選任届が必要です。ただし、次の場合等
については不要です。
① 所得、納税に関する証明を同一世帯親族のかたが申請する場合
② 法人の証明書を申請する際、申請書に代表者印を押印している場合
③ 車検用の軽自動車税納税証明書を申請する際、車検証を持参している場合

手数料
➤ 1枚につき３００円
➤ 家屋証明書は 1件につき １，３００円
➤ 車検用の軽自動車税納税証明書は無料

備 考

➤ 窓口に来られたかたの本人確認をしておりますので、マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート、年金手帳、身体障害者手帳、在留カード、資格確認書などをお持ちく
ださい。

➤ 所得証明書又は課税証明書は、その年度の賦課期日（課税になる年の１月１日）現在
で住民登録をしていた市町村による交付となります。また、証明が必要な年度の申告が
ない場合、別途申告手続が必要です。

【お問い合わせ先】

十和田市役所 税務課 諸税係

ＴＥＬ：０１７６－５１－６７６５（直通）

ＦＡＸ：０１７６－２２－４８９９


